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第１ 免許 

麻薬を取り扱う場合には必ず免許が必要です。 

 

厚生労働大臣の免許を必要とする者は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造

業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者です。 

知事の免許を必要とする者は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬

管理者、麻薬研究者です。 

（１） 麻薬研究者（麻薬及び向精神薬取締法（以下「法」という。）第２条、第３条） 

麻薬研究者とは、「都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植 

物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者」

をいいます。 

なお、麻薬研究者免許証に記載されていない施設では麻薬を使用できませんの

で、２つ以上の研究施設で研究に従事する場合は、主に従事する麻薬業務所の他

２ヶ所目以降を従たる施設として麻薬研究者免許証に記載するようにしてくださ

い。 

ただし、都道府県を異にする２つ以上の研究施設で研究に従事する場合は、各々

の都道府県知事から麻薬研究者免許を受ける必要があります。 

（２）麻薬研究者免許の有効期間（法第５条） 

免許の有効期間は、免許を受けた日からその翌々年の１２月３１日までです。 

（３） 麻薬研究者免許証の返納（法第８条） 

   麻薬研究者免許の有効期間が満了したとき、あるいは免許を取り消されたとき

は、１５日以内に「麻薬研究者免許証返納届」（別記第４号様式）により麻薬研

究者免許証を返納しなければなりません。 

（４） 麻薬研究者免許証記載事項変更届（法第９条） 

   免許証に記載されている次の事項に変更が生じたときは、１５日以内に「麻薬

研究者免許証記載事項変更届」（別記第５号様式）に麻薬研究者免許証を添えて

届け出て、麻薬研究者免許証の書き換えを受けてください。 

変更事項……住所、氏名、麻薬研究施設の名称及び所在地  

従として研究する麻薬研究施設の名称及び所在地 

従として研究する麻薬研究施設の追加又は廃止（府内に限る） 

なお、氏名が変更になった場合は戸籍抄本等その事実を証明する書類を届出時

に提示していただく必要があります。 

＊その他注意を要する事項 

大阪府内での麻薬研究施設の移転 

麻薬研究者免許証記載事項変更届、麻薬現有量届の提出が必要です。（第６ 業
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務廃止の項参照） 

なお、移転前の麻薬研究施設の設置者が所有していた麻薬については、新たな

麻薬研究施設の設置者に譲渡することができます。その際は、免許失効に伴う麻

薬譲渡届の提出が必要です。（第６ 業務廃止の項参照） 

この場合の諸手続きについては、事前に第９ その他の項に記載の相談先に相

談して下さい。 

（５） 麻薬研究者免許証の再交付（法第１０条） 

   免許証を紛失したり、き損したりしたときは、その理由を記載した書面を添付

して、１５日以内に麻薬研究者免許証再交付申請（別記第６号様式）をして下さ

い。き損したときは、その免許証を添えて下さい。 

 

第２ 譲受・譲渡 

（１） 麻薬卸売業者からの譲り受け 

①譲受（法第 24条、第 26条） 

麻薬研究施設の設置者が麻薬を譲り受けるときは、大阪府内の麻薬卸売業者か 

ら直接譲り受けてください。 

②麻薬譲受証、麻薬譲渡証の交換（法第 32条） 

麻薬を譲り受ける場合は、麻薬研究施設の設置者からは麻薬譲受証を、麻薬卸 

売業者からは麻薬譲渡証を交換して下さい。麻薬研究施設の設置者からは麻薬譲

受証を遅くとも麻薬卸売業者から麻薬を受け取るまでに麻薬卸売業者へ交付して

ください。（麻薬譲受証の押印は、法人の場合には代表者印又は代表者印に代わ

る麻薬専用印を用いてください。） 

③譲受け時の確認 

麻薬を譲り受ける場合は、麻薬卸売業者の立会いのもとに麻薬が開封されてい 

ないか、品名、数量、製品番号、麻薬譲渡証の押印等に間違いがないか、開封後 

の中身に破損等異常がないかを確認して下さい。 

※１ 麻薬研究施設の設置者が麻薬卸売業者（譲渡者）等の立会いの下に破損等 

を発見した場合は、麻薬譲渡証を受け取らずに、麻薬卸売業者にその麻薬を持

ち帰らせてください。この場合、麻薬卸売業者が麻薬事故届を大阪府知事に提

出することになります。 

※２麻薬研究施設の設置者が麻薬卸売業者（譲渡者）等から譲り受けた後に、麻 

薬の破損等を発見した場合には、麻薬研究者が麻薬事故届を大阪府知事に提出

することになります。 

④麻薬譲渡証の保存等（法第 32条） 

麻薬譲渡証は２年間保存してください。 
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もし、麻薬譲渡証をき損し、又は紛失したときは、その事由を記載した文書（き

損した場合は麻薬譲渡証を添付）を、交付を受けた麻薬卸売業者に提出し、再交

付を受けてください。 

（２）許可を受けた者からの譲受け 

厚生労働大臣の譲渡許可を受けた者から、麻薬を譲り受けることができます。 

（３）譲渡（法 24条第 10項、法第 32条） 

麻薬研究施設の設置者が他の者に麻薬を譲渡する場合は、「麻薬譲渡許可申請

書」（所定様式）により、その都度、厚生労働大臣の許可を受けなければなりませ

ん。なお、様式を含め詳細については近畿厚生局麻薬取締部へ問い合わせてくだ

さい。 

 

第 3 管理・保管 

（１）管理（法第 33条第 2項） 

麻薬研究者は、当該麻薬研究施設において、研究のため自己が使用する麻薬に

係る受入、払出し、保管、関係書類作成並びに管理について、適切に実施してく

ださい。 

①受入れ ：麻薬研究施設の設置者が麻薬卸売業者等から譲り受けた麻薬、 

麻薬研究者が製造した麻薬 

②払出し ：麻薬研究者が研究に使用した麻薬 

麻薬研究施設の設置者が許可を受けて他の麻薬研究施設の設置者

等へ譲渡した麻薬 

廃棄や事故等により管理を離れる麻薬 

③保管  ：保管場所での保管、定期的な保管設備の点検、在庫管理等 

④関係書類：麻薬譲渡証、麻薬譲受証、廃棄や事故に関する届出、麻薬年間届、

麻薬にかかる帳簿の作成及び保管 

※同一の麻薬研究施設に複数の麻薬研究者がいる場合には、各麻薬研究者が各自

使用する麻薬について保管、管理してください。 

（２）保管（法第 34条） 

麻薬研究者は、管理する麻薬を、麻薬以外の医薬品（覚せい剤を除く）と区別

して、麻薬研究施設内の鍵をかけた堅固な設備内で保管しなければなりません。 

   麻薬研究者は、主たる麻薬研究施設のほか、大阪府内の他の麻薬研究施設（従

たる麻薬研究施設として麻薬研究者の免許を受けた場合に限る。）において研究に

従事できますが、従たる麻薬研究施設内には、「主たる麻薬研究施設において研究

に使用する麻薬」を保管することはできません。 
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   やむを得ない理由がある場合（例：主たる麻薬研究施設に研究に必要な分析機

器がない場合）には、研究の都度、従たる麻薬研究設備に持ち込み研究のために

使用することは差し支えありませんが、使用後は主たる麻薬研究施設に持ち帰り

保管することになります。常時、金庫外に保管することは理由のいかんを問わず

認められません。 

※１ 「堅固な設備」とは、麻薬専用の固定した金庫や容易に移動できない金庫

（重量金庫など）をいい、スチール製のロッカー、事務机の引出し、手提げ金

庫等は、麻薬の保管庫とはなりません。 

※２ 現金、書類等についても麻薬と同一の保管庫には入れないで下さい。 

 

第 4 廃棄（法第 29条） 

（１）不必要麻薬の廃棄 

麻薬研究施設の設置者は、以下の麻薬を廃棄する場合、あらかじめ「麻薬廃棄

届」（所定様式）により、大阪府知事に届け出て、法第 50条の 38職員の立会いの

下に廃棄しなければなりません。 

①古くなった若しくは、不要となった麻薬（ジアセチルモルヒネを除く） 

②注射筒に入れてまったく使用しなかった麻薬注射液 

※麻薬を廃棄した場合は、帳簿にその旨を記載して下さい。 

（第 5記録の項、麻薬帳簿記載例 1、注３，注６参照） 

（２）研究中生じた麻薬を含有する廃液の廃棄 

麻薬の廃液（動物実験等で使用した注射器内の残液）については、麻薬廃棄届

を提出する必要はありませんが、麻薬研究者の責任で、麻薬研究施設の他の職員

の立会いの下に希釈等の回収が困難な方法により適切に廃棄し、帳簿にその旨を

記載して下さい。 

（第 5記録の項及び麻薬帳簿記載例 1、注２参照） 

 

第 5 記録 

（１）帳簿の記載（法第 40条第 1項） 

麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿（受払い簿）を備え、これに次の事項 

を記載して下さい。 

①新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名及び数量並びにその年月日 

②製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量並びにその年月

日 
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③麻薬事故届により届け出た麻薬の品名及び数量、その年月日 

④廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日 

※同一の麻薬研究施設に複数の麻薬研究者がいる場合には、各麻薬研究者が、そ

れぞれ帳簿を作成し、麻薬を管理しなければなりません。 

（２）記載上の留意事項 

① 帳簿は品名、剤型、濃度（含有量）別に口座を設けて記載して下さい。 

（原末を溶解して麻薬に該当する標準液等を調整し、一定期間保管する場合に

も別口座を設けること。）（麻薬帳簿記載例 2参照） 

② 麻薬の受払い等について、コンピュータを用いて管理することができます。

その場合は、麻薬帳簿専用のファイルにしてください。 

③ 帳簿の訂正には、訂正すべき事項を二本線等により判読可能なように抹消し、

その脇に正しい数字等を記載し、訂正した箇所に当該麻薬研究者の訂正印を

押印して下さい。修正液や修正テープ等は使用しないで下さい。 

（麻薬帳簿記載例 1注１参照） 

なお、コンピュータ処理により訂正する場合には、訂正年月日、訂正事項及 

び訂正を行った者が分かるようにして下さい。 

④ 麻薬にかかる帳簿には、麻薬の受け入れ又は払い出しがあった都度記載して

下さい。 

⑤ 動物実験等でバイアル製剤（ケタミン等）を使用する場合、以下の点に注意

してください。 

ア．バイアル製剤（ケタミン等）のバイアル内に残った液を廃棄する場合は事

前に大阪府知事に麻薬廃棄届を提出し、法第 50条の 38職員の立ち会いの

下、廃棄し、帳簿に記載してください。（麻薬帳簿記載例１注６、分割使用

時の帳簿記載例注７参照）（ただし、麻薬帳簿上内容液を全て払い出した場

合は第 4 廃棄の項（２）によります。） 

イ．注射筒に入れて全く使用しなかった薬液を廃棄する場合は事前に大阪府知

事に麻薬廃棄届を提出し、当該職員の立ち会いの下、廃棄し、帳簿に記載

してください。（麻薬帳簿記載例 1、注３参照） 

ウ．麻薬管理上及び保健衛生上の問題がなければ分割使用することは出来ます

が、使用量をｍＬ単位で記載してください。 

（麻薬帳簿記載例１、分割使用時の帳簿記載例参照） 

⑥ 麻薬の受入の年月日は、譲渡側の麻薬卸売業者が作成した麻薬譲渡証に記載

された年月日として下さい。麻薬譲渡証の日付と納品日が異なる場合は、備

考欄に実際の納品日を記載して下さい。（麻薬帳簿記載例 1、注４参照） 

    この他、「備考欄」には、譲渡側の麻薬卸売業者の名称、麻薬の製品番号等を

記載して下さい。（麻薬帳簿記載例 1、注４参照） 
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  ⑦ 管理している麻薬に事故が生じた場合はすみやかに届出をするとともに帳簿

にもその旨を記載して下さい。（麻薬帳簿記載例 1、注５参照） 

  ⑧ 所有している麻薬を廃棄する場合は、麻薬研究施設の設置者は大阪府知事に

麻薬廃棄届を提出の上、当該職員の立会いのもとで麻薬を廃棄して下さい。 

（麻薬帳簿記載例 1、注６参照） 

⑨ 秤量による誤差から、麻薬にかかる帳簿の記載数量と保管麻薬の数量との間

に差異が生じた場合は、麻薬研究施設の他の職員の立会いの下に確認したう

え、帳簿にその旨を記載し、備考欄に麻薬研究者及び立会者が記名押印して

ください。 

（麻薬帳簿記載例 2、注８参照） 
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◎ 麻薬帳簿記載例 

例１（ケタミンを含有する製剤：分割施用を行う場合を含む） 

品名 ケタラール筋注用 

500mg（10mL） 

単位 バイアル（本） 

年月日 受入 払出 残高 備考 

H30.1. 1 

    1.10 

 

1.15 

 

 

1.17 

      

3.10 

 

    4.11 

    6.11 

    9.20 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

１ 

 

 

 

 

１ 

 

１ 

１ 

１ 

 

 

 

５ 

４ 

 

 ３ 

 

 

１３ 

 

１２ 

 

１１ 

１０ 

 ９ 

 

 

 

初期在庫数量 

△△△動物の不動化に使用 

（2mL廃棄済）立会者：◎×◇□ 印 

注射器に入れるも使用せず。 

1.16 麻薬廃棄届提出 

立会者:法第 50条の 38職員山田 ○夫 印、 

○○会社から購入 製品番号△△△～△△× 

（納品日 1.18） 

△△△動物実験で不動化に使用 

（3mL廃棄済）立会者：◎×◇□ 印 

１V破損（4.12事故届提出） 

分割使用のため別帳簿へ 

分割使用のため別帳簿へ 

 

 

 

 

H31.4.1 

  

 

 

 ９ 

 

 

 

０ 

 

 

 

使用しなくなったことによる廃棄（廃棄届提出） 

立会者：法第 50条の 38職員 山田 ○夫 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注６ 

注１ 

注２ 

注４ 

注５ 

府
庁 

注３ 
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分割使用時の帳簿記載例 

品名 ケタラール筋注用 

500mg（10mL） 

単位 ｍL 

年月日 受入 払出 残高 備考 

H30.6.11 

     6.12 

     7.12 

     9.10 

 

     9.20 

     9.20 

10. 3 

 

 

 

 

１０ 

 

 

 

 

１０ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

３ 

３ 

 

 

３ 

２ 

 

 

 

 

 

１０ 

 ８ 

５ 

２ 

 

１２ 

９ 

 ７ 

分割使用のため帳簿へ繰り入れ 製品番号△△△ 

△×△動物の不動化に使用 

△××動物の不動化に使用 

注射器に入れるも２ｍLのみ使用し１ｍLを破棄する。 

立会者：◎×◇□ 印 

分割使用のため帳簿へ繰り入れ 製品番号△△□ 

△×▽動物の不動化に使用 

注射器に入れるも落下し破損、全量回収不可 

（10.4事故届提出） 

 

  

H31.4.1 

 

 

 

 

 ７ ０ 使用しなくなったことによる廃棄（※） 

4.1 麻薬廃棄届提出 

立会者:法第 50条の 38職員山田 ○夫 印、 

 

※分割使用したバイアルの残液を廃棄する場合は事前に大阪府知事に麻薬廃棄届を

提出し、当該職員の立ち会いの下、廃棄し、帳簿に記載してください。 

 

 

注７ 
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例２（散剤等） 

品名 塩酸モルヒネ末 単位     ｇ 

年月日 受

入 

払出 残高 備 考 

H30.10.1 

  

10.10 

  

 

 

 5 

 

0.5 

 

0.5 

0 

5 

前帳簿から繰越 

100倍散予製 ＊ 

○○会社から購入 製品番号△△△ 

 

＊倍散を予製した場合は次のような別口座を設けてください。 

品名 塩酸モルヒネ 100 倍

散 

単位     ｇ 

年月日 受入 払出 残高 備 考 

H30.10.1 

  

10.10 

   

 

50 

  

 

 

1 

2 

52 

51 

前帳簿から繰越 

原末から予製 

◇○△□ 

 

H31.3.31 

 

 

 

 

 

 

 

50 秤量誤差訂正 

 麻薬研究者  ◇○△□    印 

 立会者    ☆▽□◇  印 

 

 

（４）その他 

① 帳簿上の残量と現品の在庫数量が一致しているかの確認を定期的に行って下

さい。 

② 麻薬研究者は、帳簿を閉鎖したとき（麻薬の在庫が０になった時若しくは麻

薬帳簿を新しく作成し帳簿が旧帳簿となった時等）は、すみやかに麻薬研究施

設の設置者に引き渡さなければなりません。（法第 40条第 2項） 

③ 麻薬研究施設の設置者は、上記②により麻薬研究者から帳簿の引渡しを受け

た場合、最終の記載の日から 2年間、当該帳簿を保存しなければなりません。 

（法第 40条第 3項） 

注８ 
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第６ 業務廃止    

（１）業務廃止届（法第 7条） 

麻薬研究者は、免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬研究施設における麻

薬に関する研究を廃止したときは、15日以内に麻薬研究者免許証を添えて「麻

薬研究者業務（研究）廃止届」（所定様式）により、大阪府知事に届出なければ

なりません。 

また、麻薬研究者が死亡した場合には、相続人、破産管財人等届出義務者が、

15日以内に麻薬研究者免許証を添えて「麻薬研究者業務（研究）廃止届」によ

り、大阪府知事に届け出なければなりません。 

（２）現有量届 

麻薬研究施設の設置者は、その研究施設が麻薬研究施設でなくなったとき（麻

薬研究者が１人もいなくなったときなど）や移転するとき、麻薬研究施設の設

置者が変わるとき（法人⇔個人、Ａ法人⇔Ｂ法人など）は、１５日以内にその

とき所有していた麻薬の品名、数量を大阪府知事に「麻薬現有量届」でもって

届け出て下さい。現に所有する麻薬がない場合にあっても、麻薬を所持してい

ないことを確認する必要がありますので「麻薬現有量届」を提出して下さい。 

（３）業務廃止時における麻薬の譲渡（免許失効に伴う麻薬譲渡届） 

麻薬研究施設の設置者が業務を廃止したとき、所有していた麻薬（ジアセチ

ルモルヒネを除く）については、５０日以内に限って厚生労働大臣の許可なく

大阪府内の麻薬営業者（麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取

扱者をいう。）又は麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者に譲り渡す

ことができます。この場合は、譲り渡した麻薬の品名、数量、譲渡年月日及び

譲受人の氏名並びに住所を、麻薬を譲り渡した日から１５日以内に大阪府知事

に届け出て下さい。 

なお、麻薬が譲渡できない場合は、当該麻薬については麻薬研究施設でなく

なった日から５０日以内に大阪府知事に届け出て麻薬取締員等の立会いの下、

全て廃棄することができます。 

（注）業務廃止後５０日を超えて麻薬を所有すると「不法所持」となります。 

※ 麻薬研究施設に複数の麻薬研究者がいる場合において、1人の麻薬研究者の

免許が失効し、又は死亡し、当該麻薬研究者が管理していた麻薬が残存して

いた場合には、麻薬研究施設の設置者は当該麻薬研究施設の他の麻薬研究者

に当該麻薬の管理を行わせるか、又はすみやかに廃棄の手続きを行ってくだ

さい。 
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第７ 事故届（法 35条第 1項） 

麻薬研究者は管理している麻薬について滅失、破損、流失、盗取、所在不明、そ 

の他の事故が生じたときは、すみやかに「麻薬事故届」（所定様式）にて、その麻

薬の品名、数量、その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を大阪府知事

に届け出て下さい。また、麻薬帳簿の備考欄にその旨を記載し、事故届の届出日も

記載して下さい。（麻薬帳簿記載例 1、注５参照） 

    なお、盗取の場合は、麻薬業務所の所在地を所管する警察署にも届け出て下さい。 

 

第８ 報告（年間届）（法第４９条） 

（１）記載事項 

麻薬研究者は、毎年１１月３０日までに、次の事項について大阪府知事に届け

出て下さい。 

ア．前年の１０月１日に麻薬研究者が管理した麻薬の品名、数量 

イ．前年の１０月１日からその年の９月３０日までの間に新たに管理に属した麻  

薬及び同期間内に製造し、製剤し、又は研究のために使用した麻薬の品名及

び数量 

ウ．その年の９月３０日に麻薬研究者が管理した麻薬の品名、数量 

（２）記載上の注意事項 

ア． 同じ品目のものでも含有量が異なれば、別品目として記載して下さい。 

イ． 自家予製剤の倍散、倍液は原末に換算することなく、それぞれ別品目として

記載して下さい。 

ウ．麻薬廃棄届を提出し廃棄した麻薬の数量並びに事故のあった麻薬の数量を備

考欄に記載して下さい。 

（３）その他 

ア．麻薬を管理しなかった場合も、年間届を提出してください。 

イ．治験薬たる麻薬を管理する場合は、別葉で提出してください。 
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第９ その他 

立入検査を行う職員は、身分を示す証票を携帯していますので、必ず提示を求め

て確認して下さい。 

このほか、申請書、届出書の提出先については、次のとおりです。 

事業所の所在地 相談窓口 
郵便番号、所在地、 

電話・FAX番号 

大阪市、堺市、東大阪市 

大阪府健康医療部 

生活衛生室薬務課 

麻薬毒劇物グループ 

〒540-8570 

大阪市中央区大手前 2-1-22 

TEL：06-6941-9078 

FAX：06-6944-6701 

池田市、箕面市、豊中市、

吹田市、茨木市、摂津市、

高槻市、豊能町、能勢町、

島本町 

大阪府茨木保健所 

生活衛生室薬事課 

〒567-8585 

茨木市大住町 8-11 

TEL：072-620-6706 

FAX：072-620-6708 

枚方市、寝屋川市、守口市、

門真市、四條畷市、交野市、

大東市 

大阪府守口保健所薬事課 

〒570-0083 

守口市京阪本通 2-5-5 

TEL：06-6993-3135 

FAX：06-6993-3136 

八尾市、柏原市、羽曳野市、 

大阪狭山市、藤井寺市、 

松原市、富田林市、 

河内長野市、太子町 

河南町、千早赤阪村 

大阪府藤井寺保健所 

生活衛生室薬事課 

〒584-0024 

藤井寺市藤井寺 1-8-36 

TEL：072-952-6165 

FAX：072-952-6167 

和泉市、泉大津市、高石市、

岸和田市、貝塚市、 

泉佐野市、泉南市、阪南市 

忠岡町、熊取町、田尻町、

岬町 

大阪府泉佐野保健所 

生活衛生室薬事課 

〒598-0001 

泉佐野市上瓦屋 583-1 

TEL：072-464-9681 

FAX：072-464-9680 
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＜参考＞ 麻薬研究者交代、麻薬研究施設の移転等の手続きについて 

 

１．  

                        府内移転      

  Ａ研究所    ――――――――――→      Ａ研究所 

 

＜移転元＞ 

  ･麻薬現有量届（届出義務者：設置者）：法３６－１［１５日以内］ 

  ･免許失効等に伴う麻薬譲渡届（届出義務者：設置者） ：法３６－３ 

              ［５０日以内に譲渡、譲渡した日から１５日以内］ 

＜移転先＞ 

   ･麻薬研究者免許証記載事項（業務所所在地）変更届：法９－１［１５日以内］ 

 

  注 1) 現有する麻薬がない場合、免許失効等に伴う麻薬譲渡届は不要 

    現有する麻薬がある場合、麻薬現有量届・免許失効等に伴う麻薬譲渡届を同

時に提出すること。 

  注 2) 麻薬現有量届は、移転前日における麻薬の品名・数量を記載し、麻 

薬がない場合は「なし」と記載すること。 

 

２．  

                      麻薬研究者の変更 

 麻薬研究者Ａ   ――――――――――→     麻薬研究者Ｂ 

      

  ･麻薬研究者（Ａ）麻薬研究者業務（研究）廃止届：法７－１［１５日以内］ 

  ･麻薬研究者（Ｂ）麻薬研究者免許申請：法３－１［変更前］ 

 

  注) 麻薬研究者（Ｂ）免許申請は変更前に行い、麻薬研究者（Ａ）業務（研究）廃

止届は、変更後に提出すること。 
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３．                       麻薬研究者の減少 

 麻薬研究者Ａ・Ｂ  ――――――――――→     麻薬研究者Ａ 

  ･麻薬研究者（Ｂ）業務（研究）廃止届：法７－１［１５日以内］ 

 

  注 1)  麻薬研究施設における麻薬の所有権は設置者にあるため、その施設を廃止

しない（麻薬研究者が存在する）限り、麻薬現有量届・免許失効等に伴う麻

薬譲渡届等の届出の必要はない。 

     しかし、麻薬を用いた研究を廃止した麻薬研究者（Ｂ）は法第４０条第２

項の規定により麻薬帳簿を速やかに麻薬研究施設の設置者に引き渡さなけれ

ばならない。 

     また、麻薬研究者（Ｂ）が管理する麻薬を麻薬研究者（Ａ）が必要な場合

は、法定の手続きを行うことなく麻薬研究者（Ａ）が引き継いで管理するこ

とができる。 

     なお、その麻薬が当該施設において不要な場合は、麻薬研究者（Ｂ）が業

     務を廃止する前に(１)または(２)の手続きにより麻薬を処分しておくこと。 

          (１)麻薬廃棄届   （届出義務者：設置者）：法２９ 

     (２)麻薬譲渡許可申請（申請義務者：設置者）：法２４－１０ 

 

４．                                               他の都道府県へ移転 

Ａ研究所      ――――――――――→  ま た は 、 廃  止 

 ･麻薬研究者業務（研究）廃止届：法７－１［１５日以内］ 

  ･麻薬現有量届（届出義務者：設置者）：法３６－１［１５日以内］ 

   ＊麻薬を現有する場合は、(１)の手続きにより大阪府内の麻薬営業者又は麻薬診

療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者へ譲渡するか、業務を廃止する前に

(２)または(３)の手続きにより麻薬を処分しておくこと。 

      (１)免許失効等に伴う麻薬譲渡届（届出義務者：設置者）：法３６－３ 

              ［５０日以内に譲渡、譲渡した日から１５日以内］ 

          (２)麻薬廃棄届   （届出義務者：設置者）：法２９ 

     (３)麻薬譲渡許可申請（申請義務者：設置者）：法２４－１０ 

 

   注 1) 上記(１)免許失効に伴う麻薬の譲渡先は、大阪府内の麻薬営業者・麻薬診

療施設の開設者または麻薬研究施設の設置者に限られている。 

     また、(３)麻薬譲渡許可の申請を行う場合は、事務処理期間が必要なこと

を考慮すること。 

  注 2) 麻薬現有量届は、移転前日における麻薬の品名・数量を記載し、麻薬がな

い場合は「なし」と記載すること。 

  注 3) 麻薬研究者の死亡に伴う業務廃止の場合は、その相続人、相続人に代わっ

て相続財産を管理する者または破産管財人が手続きを行うこと。 
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